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◇ 国内の食市場等が減少していく中，本県の基幹産業である農林水産業を維持・発展させるため，国際経済連携等によるグローバル市場
の出現を新たなビジネスチャンスと捉え，県産農林水産物の更なる輸出拡大に向けた指針となるビジョンを策定

◇ 輸出重点品目，輸出重点国・地域を明確にした上で輸出目標額を設定し，その実現に向け，鹿児島の強みを生かした短期・中長期の戦
略的取組を展開

輸出向け生産者の裾
野の拡大

輸出相手国等ニーズ
の把握（★）

AI，IoT等による生
産コストの低減

GAP・ASC等の認証取
得の促進（★）

など

趣 旨

【 課 題 】

● 更なる輸出拡大に向けては，

① 輸出相手国・地域の動植物検
疫や認証基準に対応した産地づ
くり

② 農林水産物を持続的に輸出す
るための生産基盤の強化

③ ニーズに応じた商品づくり
④ 高品質流通技術の開発・普及
⑤ 輸送コストの低減
⑥ 海外での認知度向上

の取組等が必要

つくる う るあつめる・はこぶ

輸出サプライチェーンを「つくる」,「あつめる・はこぶ」,「うる」
の３つに柱立て。それぞれに「かう」側の視点（★）を入れた取組を進める。

輸出集荷組織の育成

混載等による輸送コ
ストの低減（★）

小ロットに対応した
輸送手段等の構築

鮮度保持技術の研
究・開発の推進

など

海外で魅力をＰＲで
きる人材の育成

ＳＮＳ等を活用した
情報の発信（★）

統一ロゴなどによる
ブランドイメージの
向上

ＥＣサイト等多様な
販売ツールの確保
（★） など

国際的経済連携協定の進展を見据えながら戦略的な取組を展開

推進体制等

農林水産物の輸出拡大
による「攻め」の農林
水産業を実現

＊ 目標達成に向け，ロードマップに基づく計画的な取組を推進

重点品目

香港，シンガポール，台湾，タイ，中国，韓国，アメリカ，ＥＵ等重点国・地域

牛肉，豚肉，鶏肉, 鶏卵，お茶，さつまいも等／丸太等
／養殖ブリ・カンパチ等

【 現 状 】

● 平成28年度(2016年)の県産農林
水産物の輸出額は，過去最高の
約155億円

〈 内 訳 〉
・ 牛肉等の農畜産物 ：約73億円
・ 丸太等の林産物 ：約12億円
・ 養殖ブリ等の水産物：約69億円

● 主な輸出相手国・地域は，農畜
産物がアジア諸国 (お茶：米国) 
林産物が中国，水産物が北米

現状・課題 ビジョンの実現に向けた戦略的取組

ビジョンの実現に向けて，司令塔となる組織と品目別部会からなる
推進体制を整備

輸出目標額は倍増の
約３００億円を実現

目指す姿
平成37年度(2025年)

◆ アジアや欧米に向け農林
水産物が安定的・持続的に
輸出され，「攻め」の農林
水産業が展開

◆ 海外での県産品の認知度
が高まり，『かごしまブラ
ンド』が確立

◆ 多くの農林漁業者が輸出
に取り組み，所得向上によ
り後継者が確保され地域経
済に貢献

「鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン」の概要について
～攻めの農林水産業の実現に向けて～



第１ ビジョン策定の趣旨 （はじめに）

１ 本県農林水産業の現状・課題

（１）農業

・ 本県では，温暖な気候，広大な畑地などを生かし，畜産，園

芸を中心とした農業経営が展開されています。

・ 農業産出額は全国第３位（平成28年）であり，その６割を和

牛日本一になった黒牛，豚，鶏など全国第１位の飼養頭羽数を

誇る畜産部門が占めており，我が国の食料供給基地としての重

要な役割を果たすとともに，地域経済を支える基幹的な産業と

して位置付けられています。

・ 農業生産の安定化を図るためには，担い手の確保・育成はも

とより，台風・干ばつなどの自然災害に対応した防災対策や近

隣諸国における家畜疾病のまん延に対応した家畜防疫対策等の

強化，大消費地から遠隔地にあることに対応した鮮度保持・低

コスト輸送技術の開発・実証・普及に取り組む必要がありま

す。

・ また，国際化が進展する中，持続可能な農業を確立するため

には，足腰の強い競争力のある農業生産基盤を整備し，海外市

場への販路開拓にも積極的に取り組んでいく必要があります。

（２）林業

・ 本県の林業は，県土の約６割を占める森林で営まれており，

水源の涵養，土砂流出の防止など森林の公益的機能の発揮に重
か ん よ う

要な役割を果たすとともに，木材生産を通じて地域の振興に大

きく貢献しています。

・ 木材生産量は，全国第９位（平成28年）で，スギ・ヒノキな

どの森林資源が充実し本格的な利用期を迎え，県内での大型木

材加工施設や木質バイオマス発電施設の稼働，木材輸出の取組

などにより，着実に増加してきています。
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・ 今後，林業の成長産業化※を実現していくためには，輸出拡

大をはじめ新たな木材需要の創出や木材産業の競争力の強化を

図るとともに，木材の安定供給体制を整備することなどにより，

就業機会の創出と所得水準を高めていく必要があります。

※ 林業の成長産業化：林業及び木材産業を安定的に成長・発展させ，

山村等における就業機会の創出と所得水準の上昇をもたらす産業へ

転換すること

（３）水産業

・ 本県の水産業は，黒潮などの恵みを受け，沿岸・沖合域での

漁船漁業や静穏海域での養殖業などが営まれています。

・ 海面漁業・養殖業産出額は，全国第４位（平成27年）で，魚

種別には，ミナミマグロ，養殖ブリ・カンパチの生産量が全国

第１位，また，内水面養殖業ではウナギの生産量が全国第１位，

水産加工業では，かつお節の生産量が全国第１位となっていま

す。

・ 水産業を持続的・安定的に発展させていくためには，つくり

・育てる漁業の推進，漁業経営対策と担い手づくり，水産物の

流通・加工・販売対策，水産技術の開発・普及などの取組を展

開していく必要があります。

【 県内総生産の構成比の推移 】

資料：内閣府「県民経済計算」

65.4 68.1 71.4 70.4 74.3 75.3 76.5 76.7 77.3

25.4 25.6 23.8 24.9 23.4 23.6 19.3 19.3 18
13.3 10.4 8.8 7.7 5.8 4.6 3.7 3.5 3.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H26 （年度）

第一次産業 第二次産業 第三次産業

第三次産業

第二次産業

第一次産業

2



【 県内総生産に占める農業の割合 】

資料：内閣府「県民経済計算」

【 全国における本県の地位 】

〔農 業〕 〔林 業〕
（単位：億円，％） （単位：千 ，％）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」 資料：鹿児島県「森林・林業統計」

〔水産業〕
（単位：億円，％）

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
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産出額 構成比

14,874 －

1 北海道 3,195 21.5

2 長　崎 1,000 6.7

3 愛　媛 892 6.0

4 鹿児島 796 5.4

5 宮　城 737 5.0

区　分

全国

生産量 構成比

20,660 －

1 北海道 3,307 16.0

2 宮　崎 1,982 9.6

3 岩　手 1,474 7.1

9 鹿児島 1,045 5.1

区　分

全国

･･･

産出額 構成比

93,051 －

1 北海道 12,115 13.0

2 茨　城 4,903 5.3

3 鹿児島 4,736 5.1

4 千　葉 4,711 5.1

5 宮　崎 3,562 3.8

区　分

全国
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２ ビジョン策定の目的

・ 国立社会保障・人口問題研究所の推計によると，2015年(平
成27年)に１億2,709万人だった日本の人口は，2060年(平成72

年)には１億人を切り，2065年(平成77年)には8,808万人に減少

すると予測されています。

・ 人口減少に伴い，日本の食需要は1990年(平成２年)以降，20

年以上減少し続けており，食需要の減退は，農林水産業や農山

漁村の衰退につながることから，早急な対応が必要となってい

ます。

・ 日本と諸外国との間で経済連携協定が締結されるなど，経済

活動のグローバル化が急速に進む中，本県の基幹産業である農

林水産業を維持・発展させるためには，グローバル市場の出現

を新たなビジネスチャンスと捉え，農林水産物の輸出に取り組

むなど，攻めの農林水産業への転換が必要となっています。

・ このような状況等を踏まえ，県産農林水産物の輸出拡大に取

り組むため，国内外の食市場を取り巻く環境の変化，輸出相手

国における需要や市場条件の変化等を調査・分析し，中・長期

的な視点から，本県の農林水産業が目指すべき将来像とその実

現に向けた戦略的取組等を明確にしたビジョンを策定します。

【 日本の人口の将来推計 】

資料：厚生労働省「国立社会保障・人口問題研究所」
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３ ビジョンの位置付け

・ 「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針」１，「県森林
・林業振興基本計画」２，「県水産物等輸出促進戦略」３の方向

性を踏まえ，「かごしま未来創造ビジョン」４を加味しつつ，県

産農林水産物の輸出拡大に向けた今後の展開方向を示したもの

とします。

・ 本ビジョンは，おおむね10年先を見据えた中・長期的な視点

から策定するものですが，農林水産業を取り巻く経済情勢など

に大きな変化等が生じた場合には，速やかにビジョンの内容を

再検討するものとします。

１ かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針

県民条例の趣旨を踏まえ，地域経済の発展と県民の健康で豊かな生活

の向上を図るため，本県の食，農業及び農村の振興に関する各般の施策

の展開方向及び主要目標を示したものであり，平成26年度に策定された。

２ 県森林・林業振興基本計画

国が定めた「森林・林業基本計画」や「森林・林業再生プラン」の方

向性を踏まえ，中長期的な展望に立った本県の森林や林業振興に関する

目指すべき姿とその実現に向けた施策の推進方針等を示すものであり，

平成22年度に策定された。

３ 県水産物等輸出促進戦略

県，生産者，加工業者，輸出関連事業者等，県産水産物等の輸出に関

わる者が，相互に特性や役割を認識し，一体となって県産水産物等の輸

出拡大につながる施策を総合的かつ計画的に取り組むための指針として

平成27年度に策定された。

４ かごしま未来創造ビジョン

本県の新たな行政課題や挑戦すべき課題を明確にし，中長期的な視点

から，そのあるべき姿や今後の県政の進むべき基本的な方向性等を示す

新たな県政ビジョンとして平成29年度に策定された。

４ 目標年次

・ 本ビジョンは，「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方

針」等の目標年次との整合性を図る必要があることから，平成

28年度(2016年度)を基準年度として，平成37年度(2025年度)を

目標年度とします。
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第２ 県産農林水産物の魅力と強み

１ 農業

・ 本県の農業産出額は4,736億円（平成28年）で，北海道，茨
城県に次いで全国第３位となっており，日本の代表的な食料供
給基地としての重要な役割を果たしています。

・ 「かごしまブランド」確立運動の展開により，市場や消費者
から信頼される産地づくりを強力に推進しており，良質なもの
を安定的かつ継続的に生産・出荷できる体制が整っています。

・ また，環境と調和した農業を推進する中で，全国に先駆けて
食品安全，環境保全等の持続可能性を確保するための生産工程
管理（ＧＡＰ）を導入するとともに，総合的病害虫・雑草管理
（ＩＰＭ）の取組などを通じて，安心・安全でなおかつ持続可
能な高度の技術を用いた農業生産活動が展開されています。

・ 農業産出額の６割を占める畜産部門については，「鹿児島黒
牛」が第11回全国和牛能力共進会（平成29年９月：宮城県）で
「日本一」を獲得，「かごしま黒豚」が，ブランド豚として国
内外で高い評価を得ているほか，日本農林規格（特定ＪＡＳ）
で定められた生産方法に基づいて飼育された「かごしま地鶏」
は，おいしく安全な地鶏として人気が高まってきています。
このように牛，豚，鶏，それぞれにおいて，生産者と関係者

が一体となった飼育・生産・改良を行う体制が確立されていま
す。

・ また，和牛や豚，採卵鶏とブロイラーを合わせた鶏の飼養頭
羽数は，全国第１位と高い水準を維持しており，全国有数の畜
産基地として，高品質な畜産物を安定的に供給できる体制が整
っています。

・ お茶は，栽培面積・生産量ともに全国第２位の産地であり，
ほ場整備された茶園で，機械作業による大規模で効率的な生産
が行われ，多様な品種が栽培されています。また，世界各国に
輸出対応可能な有機栽培茶の栽培面積は，全国トップクラスと
なっています。
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【 「かごしまブランド」確立運動 】

・ 安心・安全で品質の良い農畜産物を安定的に供給できる産地づくりなどを平

成元年度から積極的に推進しています。

・ 平成29年８月末現在，かごしまブランド産地は19品目25産地に及んでいます。

【 県産畜産物の全国の地位 】

資料：農林水産省「平成29年畜産統計」

【 県産茶の全国における地位と有機栽培茶園の状況 】

資料：農林水産省統計，県農政部調べ

注１）荒茶生産量・茶栽培面積：H29年産，有機栽培面積・うち有機JAS面積：H29年時点

注２）静岡県有機栽培面積：H28年時点（静岡県「茶業の現状」より）

注３）有機JAS格付数量の県別の割合（H26年）：格付数量の約６割の事例調査結果（農林

水産省「茶をめぐる情勢」より

 区  分 飼養頭羽数
全国に占める
割        合

全国に占める
割  　　　合

 肉用牛（和牛）（頭） 305,100 18.9% １位

 豚　（頭） 1,327,000 14.2% １位

 採卵鶏（千羽） 10,590 6.0% ３位

 ブロイラー（千羽） 26,645 19.7% ２位

本　県 全　国
全国に占める

割合
全国における

地位
（参考）
静岡県

26,600 82,000 32.4% ２位 30,800

8,430 42,400 19.9% ２位 17,100

532 - - - 200

 うち有機ＪＡＳ（ha） 415 - - - -

　有機ＪＡＳ格付数量
  の県別の割合

44% 100% - １位 24%

区　　　分

  荒茶生産量（t）

　茶栽培面積（ha）

 うち有機栽培（ha）
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２ 林業

・ 本県の森林面積は全国第13位（平成28年）で，九州管内では，
森林面積，人工林面積ともに第２位を占めています。

・ 木材生産については，スギ・ヒノキの人工林の大半が利用可
能な林齢を迎えているほか，県境を越えた森林組合の連携が進
展するなど，需要者のニーズに対応した原木の安定供給体制が
整備されています。

・ また，路網の整備や高性能林業機械の導入，大型の木材加工
施設の整備が進められており，低コストで安定した木材の生産
体制と新たな需要創出に向けた製材品等の供給体制の整備を進
めています。

・ 新規の林業就業者は，ここ数年150人から180人程度で推移し
ており，林業就業者全体に占める40歳未満の割合が増加する傾
向にあります。

・ 林野庁は，大隅地域を「林業成長産業化地域」に選定し，関
係事業者が，地域の森林資源の循環利用を進めることにより，
多くの雇用を生み出す取組が展開されています。

【 スギ・ヒノキ人工林の齢級別面積及び蓄積（民有林） 】

資料：鹿児島県｢平成29年度県森林・林業統計｣
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３ 水産業

・ 本県の海面漁業・養殖業産出額は796億円（平成27年）で，
全国第４位となっており，全国でも有数の水産物の生産地とな
っています。

・ また，本県は太平洋と東シナ海の南北600キロメートルに及
ぶ広大な海域と多くの島しょを有しており，黒潮の恩恵によっ
て，多種多様な魚介類の捕獲が可能であることから，実需者ニ
ーズに合わせた生産が可能となっています。

・ 海水が年間を通して比較的高い水温に恵まれていることなど
から，養殖業の展開に有利な地理的特性を有しており，養殖ブ
リ・カンパチなどの生産量は全国第１位であり，安定供給が可
能となっています。

・ さらに，養殖ブリ・カンパチについては，「かごしまのさか
な」ブランド認定制度があり，市場や消費者等のニーズに応え
られるなど，県内生産者のモデルとなるような優良な水産物を
認定しています。

【 かごしま旬のさかな（平成６年度～） 】

「春」：マダイ，カツオ，アオリイカ，トビウオ
「夏」：キビナゴ，トコブシ，マダコ，ウナギ

「秋」：バショウカジキ，ツキヒガイ，サバ，カンパチ，アサヒガニ
「冬」：ブリ，マイワシ，カサゴ，イセエビ，クルマエビ

【 「かごしまのさかな」ブランド認定制度 】

「かごしまのさかな」ブランド認定制度は，鹿児島県で生産された養殖ブリ・カンパチにつ

いて，品質等が優れ市場や消費者のニーズに応えられるなど，県内生産者のモデルとなるよ

うな優れたものを，漁協等からの申請に基づき，「かごしまのさかなづくり推進協議会」が審

査・認定するもの。これまでに８件が認定（平成30年３月末現在）されている。

認定年月

平成16年２月

平成16年７月

平成18年３月

平成19年11月

平成19年11月

平成29年12月 ⑧高山漁協の養殖カンパチ

⑥鹿屋市漁協の養殖カンパチ，⑦山川町漁協の養殖カンパチ

認定魚

①東町漁協の養殖ブリ，②福山養殖の養殖ブリ

③垂水市漁協の養殖カンパチ

④ねじめ漁協の養殖カンパチ

⑤牛根漁協の養殖ブリ
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第３ 県産農林水産物の輸出の現状・課題

・ 人口減少社会，超高齢化社会を迎えた日本では，過去10数年

に渡って食市場が縮小してきています。

・ 一方，世界人口は，平成62年(2050年)に96億人に達し，世界

の食市場は今後10年間に340兆円から680兆円に倍増すると予測

されており，国内市場が縮小する中，新たな販路のひとつとし

て，農林水産物の輸出の重要性が高まっています。

・ このような中で，県産農林水産物の輸出額は，平成28年度に

は対前年度比約20パーセント増加し，過去最高の約155億円と

なるなど，年々着実に輸出を伸ばしてきています。

・ その内訳は，牛肉等の農畜産物が約73億円（47％），養殖ブ

リ等の水産物が約69億円（45％），丸太等の林産物が約12億円

（８％）となっています。

・ 県産農林水産物の更なる輸出拡大に向けては，海外での県産

品の認知度向上，ＥＵなどの新たな市場の開拓，混載コンテナ

の活用等による低コスト輸出手段の確保，輸出相手国・地域の

動植物検疫や認証基準への対応等が重要な課題となっていま

す。

【 国内の食市場構造の変化 】 【 世界規模の食市場の拡大 】

資料：総務省「人口動態調査,農水省食糧需給表」 資料：農林水産省ＨＰより

340兆円

680兆円

H21年 H32年
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【 世界人口の推移と見通し 】

資料：農林水産省ＨＰより

【 県産農林水産物の輸出額の推移 】

資料：県農政部とりまとめ

注）県産農林水産物を輸出している団体等（経済連，ＪＡ，関連団体，輸出業者等）に聞き取

り調査を行い，回答があったものについて取りまとめているものであり，県産農林水産物全

ての輸出額ではない。
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【 日本の輸出額に占める県産農林水産物の輸出額 】

牛肉,豚肉,養殖ブリにおいては，国産輸出の約５割が県内から輸出されているものと推定

注）国の輸出額は，平成28年１月～12月であり，県産農林水産物の輸出額は，平成28年４月

～平成29年３月の数値である

注）県産農林水産物の輸出額は，県農政課，農産園芸課，畜産課，水産振興課，かごしま材

振興課,各課の調べ

6,202

百万円

13,552

百万円

(100%)

牛肉

（46％）

411

百万円

851

百万円

(100%)

豚肉

（48％）

264

百万円

1,722

百万円

(100%)

鶏肉

（15％）

146

百万円

854

百万円

(100%)

鶏卵

（17％）

65

百万円

866

百万円

(100%)

さつまいも

（８％）

221

百万円

11,551

百万円

(100%)

お茶

（２％）

6,202

百万円

13,473

百万円

(100%)

養殖ブリ

（46％）

：国内からの輸出額

：県産の輸出額

1,221

百万円

8,466

百万円

(100%)

丸太

（14％）
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【 県産農林水産物の生産量に占める輸出量 】

（単位：ｔ，千 ，％）

※１ 資料：農林水産省「畜産物流通調査」，「鶏卵流通統計調査」，「畜産統計調査」をもとに算出
※２ 資料：農林水産省「生産農業所得統計」
※３ 資料：農林水産省「平成26年特産果樹生産動態等調査」
※４ 資料：鹿児島県「平成29年度県森林・林業統計」
※５ 資料：農林水産省「平成27年漁業・養殖業生産統計」

【 輸出相手国・地域での高級スーパーにおける日本産と海外産との価格の比較 】

資料：ジェトロＨＰより

 日本産 2,783円/100ｇ

 米国産 1,268円/100ｇ

 日本産 2,019円/100ｇ

 米国産 725円/100ｇ

 日本産 928円/100ｇ

 米国産 509円/100ｇ

 日本産 554円/100ｇ

 米国産 472円/100ｇ

 日本産 1,174円/100ｇ

 台湾産 587円/100ｇ

 日本産 1,710円/kg

 マレーシア産 864円/kg

 日本産 1,159円/kg

 ベトナム産 529円/kg

 日本産 673円/100ｇ

 米国産 466円/100ｇ

品　目
輸出相手
国・地域

原産国 価　格 日本産/海外産

 豚　肉

 香港 1.8倍

 シンガポール 1.2倍

 牛　肉

 香港 2.2倍

 アメリカ
（ニューヨーク） 2.8倍

 ブ　リ
 アメリカ
（ロサンゼルス） 1.4倍

 お　茶
 アメリカ
（ニューヨーク） 2.0倍

 さつまいも

 シンガポール 2.0倍

 タイ 2.2倍

 牛肉（肉用牛） ※１ 33,215 868.7 2.6

 豚肉  ※１ 156,492 329.7 0.2

 鶏肉（ブロイラー） ※１ 132,085 1,376.6 1.0

 鶏卵（鶏卵） ※１ 167,707 563.0 0.3

 お茶（荒茶） ※２ 24,600 132.7 0.5

 さつまいも  ※２ 295,100 202.0 0.1

 きんかん  ※３ 871 7.0 0.8

林産物  丸太等　  ※４ 1,045 112.2 10.7

水産物  養殖ブリ  ※５ 25,365 3,774.2 14.9

農産物

畜産物

区　分 品　　　　目 ②/①
県生産量

①
県輸出量

②
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１ 農業

・ 県産農畜産物の輸出額は年々増加の傾向にあります。平成28

年度の輸出額は約73億円で，このうちの約９割を牛肉（約62億

円），豚肉（約４億円）などの畜産物が占めています。

・ 輸出先の国・地域は，香港が約６割を占めており，次いで，

アメリカ，シンガポール，ＥＵなどとなっています。

・ 総じて，県産農畜産物の輸出拡大に向けては，生産・加工・

流通各段階の基盤強化や輸出相手国・地域の食品安全基準等へ

の対応，県産品の認知度向上に向けた取組などが必要となって

います。

〔畜産物〕

・ 平成23年度から取り組んでいる海外での販売指定店は，平

成30年２月末現在，香港，シンガポール，タイ，台湾等の計

６か国において，104店舗（和牛94，黒豚10）となっており，

今後，販売指定店制度を活用した販路の拡大を図るためには，

店舗数を更に増やしていく必要があります。

・ 畜産物の輸出認定施設は，平成30年２月末現在，牛肉７施

設，豚肉13施設，鶏肉11施設，鶏卵５施設となっており，畜

産物の更なる輸出拡大に向けた体制が整っています。

・ 牛肉の更なる輸出拡大のためには，ロース・ヒレ等の高級

部位だけでなく，ウデやモモなどの多様な部位の販路の拡大

が必要となっています。

・ また，牛肉や豚肉の輸出量は増加しているものの，飼養戸

数が年々減少するなど，生産基盤が脆弱化してきていること

から，輸出拡大に向けては，生産基盤の維持・拡大が必要と

なっています。

〔お茶〕

・ お茶の平成28年度の輸出額は約2.2億円（前年比111%）で

あり，主な輸出国はドイツ，アメリカ，台湾となっています。
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・ お茶については，世界的な健康志向や和食ブーム等を背景

に，海外での人気が高まっており，更なる輸出拡大のために

は，世界各国に輸出対応可能な有機栽培茶や輸出相手国の食

品安全基準に対応した輸出向けお茶の生産拡大，需要が高ま

っている抹茶の原料となる「てん茶」などの生産拡大が重要

となっています。

・ また，抹茶加工施設の整備を進めるとともに，「抹茶」を

含めた「かごしま茶」の海外での市場開拓を進める必要があ

ります。

〔青果物〕

・ 野菜・果物など青果物の輸出は，香港等向けのさつまいも

など一部の品目に限られていることから，市場調査等により，

輸出拡大が期待される青果物については，生産段階からの関

係者が一体となった取組が必要となっています。
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【 農畜産物の品目別の輸出額等（平成28年度） 】
（単位：百万円）

資料：県農政部調べ

【 農畜産物の国・地域別の輸出額の割合（平成28年度） 】

資料：県農政部調べ

【 和牛・黒豚の国別販売指定店舗数の状況（平成30年３月末現在） 】

資料：県畜産課調べ
注１）：（ ）は平成28年度の新規店舗数

注２）：販売指定店制度とは，鹿児島和牛，かごしま黒豚の海外での知名度向上と販路拡大を目的

に，取扱量等の基準を満たした海外の販売店や料理店を「販売指定店」として指定する制度

【 牛肉輸出認定施設の主な国の施設数(県内７施設)(平成30年３月末現在）】

資料：厚生労働省「輸出食肉認定制度」

香港 アメリカ シンガポール ＥＵ タイ 台湾 その他 合計

59.7% 12.6% 9.7% 9.2% 2.6% 1.6% 4.4% 100.0%

品目 牛肉 豚肉
(黒豚以外)

黒豚 鶏肉 鶏卵 お茶
さつま
いも

その他 計

輸出額 6,202 346 66 264 146 221 65 33 7,343
割合 84.5% 4.7% 0.9% 3.6% 2.0% 3.0% 0.9% 0.5% 100.0%

区分 香港
シンガ
ポール

タイ アメリカ 台湾 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 合計

ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ ＷＡＧＹＵ 62(1) 13(1) 15(9) 3 0 1 94(11)

ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ ＫＵＲＯＢＵＴＡ 0 9(2) 0 0 1 0 10(2)

合計 62(1) 22(3) 15(9) 3 1 1 104(13)

区　分 アメリカ 香港
シンガ
ポール

台湾 ＥＵ

本　県 4 4 4 5 2

全　国 10 10 13 29 4
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【 豚肉輸出認定施設の国毎施設数（県内13施設）（平成30年３月末現在） 】

注）：（ ）はと畜場の数
資料：厚生労働省「輸出食肉認定制度」

【 鶏肉・鶏卵輸出認定施設の国毎施設数（平成30年３月末現在） 】

〈 鶏肉（県内11施設） 〉 〈 鶏卵（県内５施設） 〉

資料：厚生労働省「輸出食肉認定制度」 資料：厚生労働省「輸出食肉認定制度」

【 和肉の主要な輸出部位 】

資料：農林水産業・地域の活力創造本部ＨＰより

区　分 香港
シンガ
ポール

台湾 ベトナム

本　県 19(10) 4 6 9

全　国 105 5 13 36

区　分 香港 ベトナム

本　県 10 9

全　国 74 76

区　分 香港

本　県 5

全　国 135
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【 県内におけるてん茶工場数（累計） 】

資料：県農産園芸課調べ

注）てん茶とは 原料となる生葉を玉露と同じように覆いを長い期間かけて育て，製造工程で揉

まずに乾燥した，抹茶の原料となる荒茶のこと。

【 主な輸出相手国の動植物検疫状況（平成30年３月末現在） 】

資料：農林水産省植物防疫所，動物検疫所資料より抜粋

注１）畜産物の「○」は，二国間協議により輸入が解禁された国

〃 「×」は，輸入解禁に向け協議中

〃 「×」は，疾病の発生等を理由に輸入を認めていない

注２）農産物の「○」は，検疫証明書なしで輸出可能

〃 「△」は，条件付き（検疫証明書の添付，相手国の輸入許可証取得，二国間

合意に基づく特別な検疫条件を満たしたもの）で輸出可能

〃 「×」は，相手国が原則輸入を禁止又は検疫条件未設定

牛肉 豚肉 鶏肉 さつまいも きんかん

香港 ○ ○ ○ ○ ○ ○
 ①ポジティブリスト制度
 ②基準値設定ない農薬は一切の検出×
 ③日本使用農薬の多くは基準値なし

シンガポール ○ ○ × ○ ○ ○ －

ドバイ ○ ○ × ○ ○ ○ －

マレーシア ○ × × ○ ○ ○ －

ＥＵ ○ × × ○ ○ △
 ①お茶の残留農薬基準は一律基準
 ②日本で使用農薬は殆ど基準なし

台湾 ○ ○ × ○ △ △
 ①ポジティブリスト制度
 ②基準値設定ない農薬は一切の検出×
 ③日本使用農薬の多くは基準値なし

米国 ○ × × ○ × ×
 ①ポジティブリスト制度
 ②基準値設定ない農薬は一切の検出×
 ③日本使用農薬の多くは基準値なし

タイ ○ × × △ △ × －

区　分 農産物残留農薬基準畜産物 青果物緑茶
(製茶)

動植物検疫

（単位：工場）

年  度 H26 H27 H28 H29 計 備　　考

工場数 3 5 6 12 12
 南九州市（5），霧島市（3）
 志布志市（4）
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２ 林業

・ 県産材の輸出額は，中国，韓国など東アジア地域向けを中心

として年々増加する傾向にあり，平成28年度の輸出額は約12億

円で，そのほとんどが，国内では価格の安い丸太（低質材）と

なっています。

・ 丸太は，高規格幹線道路等の整備が進み，港湾機能が充実し

ている志布志港から，主に輸出されています。

・ 県外の商社等の関係者を「県産材輸出サポーター」として登

録し，サポーターが実施する商談等の取組を支援するとともに，

木材輸出に関する最新情報を収集しています。

・ 製材品等の輸出拡大に向けては，県産品の認知度向上を図る

とともに，輸出相手国毎に異なるニーズに対応した商品開発や

販路の拡大を進める必要があります。

【 品目別県産材輸出状況（平成28年度） 】

資料：県かごしま材振興課調べ

【国・地域別の輸出額の割合（平成28年度）】

資料：県かごしま材振興課調べ

【 港別県産材輸出量（平成28年度） 】

資料：県かごしま材振興課調べ

区　分 輸出量（ ） 輸出額（百万円）

丸　太 112,101 1,218

製材品 56 4

計 112,157 1,222

区　分 輸出量（ ）

志布志港 75,962

串木野港 21,347

米ノ津港 9,817

川 内 港 1,995

そ の 他 3,036

計 112,157

中国 韓国 台湾 合計

90.2% 5.7% 4.1% 100.0%
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３ 水産業

・ 県産水産物の輸出額は，平成24年度以降伸び続け，平成28年

度は約69億円に達しており，このうちの９割が養殖ブリで，そ

のほとんどが北米向けとなっています。

・ 県産水産物の輸出に関しては，平成28年３月に策定した「鹿

児島県水産物等輸出促進戦略」に基づき，関係団体と連携して

各種施策に取り組んでいます。

・ 県産品の輸出拡大に当たっては，輸出促進対象品目の確保及

び取扱量をバランス良く増大させるとともに，量・質・価格の

全てにおいて，安定した供給の確保が不可欠です。

さらに，グローバルマーケットで求められる水産物の持続的

な利用，環境への配慮が必要であることから，養殖魚の輸出で

は人工種苗の導入が求められており，県では，ブリ種苗の生産

施設の整備を進めているところです。

・ 輸出相手国・地域が求める衛生基準に適合させるためには，

ＨＡＣＣＰ等の衛生管理基準の整備や施設の登録を進める必要

があります。

※ ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis Critical Control Point）とは

原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに，微生物による汚染，金
属の混入などの危害要因を分析（ＨＡ）した上で，危害の防止につながる特
に重要な工程（ＣＣＰ）を継続的に監視・記録する工程管理システム

・ また，物流コストの低減や品質管理の向上を図るため，冷凍

ブリ等の高品質流通技術体系の開発に産学官連携で取り組んで

います。

・ 北米に加えて，経済発展と人口増加が顕著なアジア地域・中

東地域への新たな商流を構築するため，新規市場調査や海外で

開催される展示会などへの出展に対する支援等を行っており，

より輸出相手国・地域のニーズに対応するために継続的な取組

が必要になっています。

【 品目別の輸出額等（平成28年度） 】 （単位：百万円）

資料：県水産振興課調べ

ブリ カンパチ
マグロ・
カツオ類

鮮魚等 加工品 合計

輸出額 6,202 24 131 261 309 6,927

割合 89.5% 0.3% 1.9% 3.8% 4.5% 100.0%
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【 国・地域別の輸出額の割合（平成28年度） 】

資料：県水産振興課調べ

【 主な水産物輸出認定・登録加工施設の国毎施設数 】

資料：水産庁，厚生労働省より

【 我が国からの水産食品の輸出に必要な手続き（国・地域別） 】

資料：水産庁ホームページ「水産物輸出に係る手続きについて」より抜粋

注１）「○」：証明書等なしで輸出可能。

「×」：相手国が原則輸入を禁止。

「△」：条件付き（産地・衛生検疫証明書の添付，相手国の輸入制度，二国間合意に基づ

く施設登録・認定等）で輸出可能。

注２）FDA(Food and Drug Administration)とは，「米国食品医薬品局」

EU・HACCPとは，EU規則に基づく衛生およびHACCP管理基準

区分 施設認定・登録 放射性物質関係 衛生関係 衛生関係（輸入禁止）

アメリカ
△

FDA認定，登録
○ ○ －

ＥＵ
△

EUHACCP認定，登録
△

産地証明
△

衛生証明
×

鰹節

中国
△

登録

△
産地証明，

放射能基準適合証明

△
衛生証明

－

香港 ○ ○ ○ －

台湾 ○
△

産地証明
○ －

ベトナム
△

登録
○

△
衛生証明

－

シンガポール ○
△

産地証明
○

×
高リスク製品

（冷蔵された殻付き生ガキ等）

タイ ○ ○ ○
×

フグ

区分 ＥＵ 中国 ベトナム ロシア ブラジル

本県 1 35 12 12 3

全国 51 1,756 665 425 77

北米 EU等 アジア等
その他

(加工品含)
合計

85.8% 3.0% 6.5% 4.7% 100.0%
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(注)ATP：アデノシン三リン酸(筋肉を動かす時のエネルギー源となる物質)
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第４ 世界に挑戦する本県農林水産業の姿

１ 目指すべき将来像

・ 輸出向けのサプライチェーンが品目毎に確立されており，
アジア諸国・地域に加え，欧米諸国などに向けて県産農林水
産物が安定的かつ持続的に輸出がなされ，「攻め」の農林水
産業が展開されています。

・ 安心･安全で高品質な県産農林水産物の認知度が高まり，
かごしまブランドが確立されています。

・ 多くの農林漁業者が農林水産物の輸出に取り組んでおり，
それらの取組により生産者の所得の向上と後継者の確保とい
う好循環が生まれ，地域経済の発展に大きく貢献しています。

２ 目標値（目標年度）

・ 本ビジョンの目標値は，県産農林水産物の輸出額を示して
います。

・ 具体的には，平成37年度(2025年度)の輸出額を平成28年度
(2016年度)【基準年】の２倍となる約300億円に設定します。
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輸出額
（百万円）

 牛　肉 869 ｔ 6,202

 豚　肉 330 ｔ 411

 鶏　肉 1,377 ｔ 264

 鶏　卵 563 ｔ 146

計 3,138 t 7,024

133 ｔ 221 約9.0 倍

 さつまいも 202 ｔ 65

 きんかん 7 ｔ 10

 その他 132 ｔ 22

計 341 ｔ 97

112,157  1,222 約2.0 倍

 養殖ブリ・

 カンパチ等

15,492 約2.0 倍

※ラウンドの関係で合計が合わない場合がある

約2.0 倍

約2.3 倍

約1.8 倍

約1.2 倍

約1.8 倍

約2.9 倍

約2.0 倍

約1.6 倍

輸出目標額(品目別)

項目

2016年度（平成28年度）

（基準年度）
2025年度（平成37年度）

（目標年度）
H37/H28

（輸出額）輸出量
輸出額

（億円）

畜
産
物

約110～137 約2.0 倍

 お　茶 約16～20

青
果
物

約1.6～2 約2.0 倍

 木材（丸太等） 約21 ～ 26

H37/H28
（輸出額）

合 計 約300

輸出目標額（国別）

輸出額
（億円）

項目

2016年度（平成28年度）

（基準年度）
2025年度（平成37年度）

（目標年度）

輸出額
（百万円）

4,576 ｔ 6,927

水
産
物

100～約110

E　U　等

合 計

－－

6,953

875

15,492

韓　国

約72～90

約12～17

約5～6.6

約4.2～4.6

アメリカ

香　港 4,495

シンガポール

370

733

約1.2～1.5

370

－－

台　湾

中　国

タ　イ

約300

－

－

約100～126

約20～25

約19.6～24.3
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第５ ビジョンの実現に向けた戦略的取組

戦略的取組として，県産農林水産物の輸出サプライチェーン

を『つくる』，『あつめる・はこぶ』，『うる』の３つに柱立てし，

それぞれに『かう』側の視点を意識した取組を進めます。

１ 『つくる』

輸出相手国・地域の動植物検疫等に対応した生産・加工技術の

確立と普及や国際的な制度の認証取得の促進を図り，輸出に取り

組む農林漁業関係者の裾野を広げるとともに，鹿児島の強みを生

かした産地づくりや海外のニーズに対応した商品づくりを進めま

す。

・ 取組１ 輸出に取り組む農林漁業者を確保・育成し，その裾

野を広げます。

・ 取組２ 海外でのマーケティング活動や情報収集等を通じ

て，輸出相手国・地域の市場のニーズ等の把握と生産

者への周知に努めます。

・ 取組３ AIやIoTなどを活用し，生産コストを引き下げなが

ら「産地づくり」や「産品づくり」を進めます。

・ 取組４ 農林水産物の輸出事業に精通した商社等と連携し，

海外のニーズに対応した商品づくりを推進します。

なお，ハラール圏への食肉等の輸出については，事

業者等の意向を踏まえながら進めます。

・ 取組５ 世界に通用するＧＡＰ・ＡＳＣ等の認証制度の取得

のための取組を推進します。

・ 取組６ 輸出相手国・地域の衛生基準に応じた加工施設の

ＨＡＣＣＰ認証取得への対応を推進します。

※ ＧＡＰ（Good Agricultural Practice:農業生産工程管理）とは
農業において，食品安全，環境保全，労働安全等の持続可能性を確保するため

の生産工程管理の取組を指している。

※ ＡＳＣ（Aquaculture Stewardship Council：水産養殖管理協議会）とは
水産養殖管理協議会(ASC)が定める責任ある養殖水産物を対象とする認証制度。

本基準に適合するものは，その養殖が，持続可能で，社会的責任を負い，環境的
にも適正に管理されたものとされる。
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２ 『あつめる・はこぶ』

産地間連携や複数品目の混載等によって一定のロットを確保す

るとともに，大隅加工技術研究センター等での青果物等の鮮度保

持技術の研究・開発等を進め，鹿児島の地理的優位性を生かした

船便などの活用による低コストで，なおかつ品質を保持した輸送

手段・ルートの確立を図ります。

・ 取組１ 産地づくりから集荷・販売まで一貫して取り組む集

荷組織等の確保と育成に努めます。

・ 取組２ 混載等によって一定量のロットを確保し，輸送コス

トの低減を図ります。

・ 取組３ 鹿児島の地理的優位性等を生かせる船便などの活用

を促進します。

・ 取組４ インターネットによる小口の輸出にも対応できる輸

送手段・輸出チャネルの構築を推進します。

・ 取組５ 大隅加工技術研究センター等において，青果物等の

鮮度保持技術の研究・開発を推進します。

26



３ 『うる』

農林漁業関係者が一体となった強固な連携関係のもとで，海外
バイヤー等を招いた商談会の開催などを通じて，個々の商品に関
する情報の提供や多くの外国人に県産農林水産物の魅力を伝える
プロモーション活動を展開することにより，海外における県産農
林水産物への理解を促進し，「かごしまブランド」の確立と各品
目のブランドイメージを高めながら，需要の拡大を図ります。

・ 取組１ 海外での商談会やフェア等に積極的に参加するとと
もに，バイヤーや現地消費者に県産品の魅力をＰＲで
きる人材の育成に努めます。

・ 取組２ 販売指定店の拡大や地理的表示（ＧＩ）への登録の
促進，ＳＮＳ等を活用した身近な調理方法の紹介や鹿
児島の食文化情報の積極的な海外発信などにより，海
外での販売促進活動を展開します。

・ 取組３ 輸出用の統一ロゴの作成などによって，鹿児島のブ
ランドイメージの統一化を図り，県産農林水産物の認
知度の向上を図ります。

・ 取組４ インバウンドの観光客などをターゲットに，多くの
外国人に県産農林水産物の魅力を体感していただき，
県産品の愛好者を増やします。

・ 取組５ 輸出先の販売業者の意向等を踏まえながら，県域を
越えた広域的な連携などにより，通年的な輸出品目の
確保に努めます。

・ 取組６ ＥＣサイトなどを含め，多様な販売ツールの確保に
努めます。

・ 取組７ 鹿児島港等に寄港するクルーズ船への食材供給の可
能性を探ります。

※ ＳＮＳ（Social Network Service）とは
人と人とのコミュニケーションを促進し，社会的なネットワークの構築を

支援するインターネットサービスのこと。

※ ＥＣサイト（Electronic Commerce）とは

商品やサービスを，インターネット上での独自運営のウェブサイトで販売
するサイトのこと。
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第６ 輸出重点品目の輸出国・地域別輸出拡大戦略

（１）農林水産物・食品の輸出に関する輸出相手国・地域
の基礎データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

（２）輸出重点品目別戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

ア 牛 肉

イ 豚 肉

ウ 鶏 肉〈モミジ（鶏足）を含む〉

エ 鶏 卵

オ お 茶

カ さつまいも

キ きんかん

ク 木材（丸太等）

ケ 水産物（養殖ブリ・カンパチ等）

（３）今後輸出拡大が期待される品目 ・・・・・・・・・・・ 39

ア 米 粉

イ 切り花

（４）輸出重点国・地域別戦略（国・地域別基礎データ）・・・ 40

ア 香 港

イ シンガポール

ウ 台 湾

エ タ イ

オ 中 国

カ 韓 国

キ アメリカ

ク ＥＵ等

※ 国・地域別基礎データは，農林水産省の「農林水産業の輸出力強化戦略
(平成28年５月)」（別冊）より抜粋
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　（１）農林水産物・食品の輸出に関する輸出相手国・地域の基礎データ

航空便 船便
ＥＰＡ
締結

ＴＰＰ
参加国

定着 有望 制約 牛肉 豚肉 鶏肉 鶏卵
さつま
いも

きんか
ん

みかん
類

丸太 製材品 ブリ
カン
パチ

マグロ

韓国 ７４０ｋｍ
（ソウル）

1～2日程度 2日程度 ○ × × × × ○ × × × ○ ◎ ○ ○ ○ ○

中国 ８５０ｋｍ
（上海）

1～2日程度 2～10日程度 ○ × × × × × × × × ○ ◎ ○ ◎ ○ ○

台湾
（台北）

１，１９０ｋｍ
（台北）

3～4日程度
※水産物は
1～2日程度

1週間程度
※畜産物は

2～4週間程度
○ ◎ ◎ × ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

香港 １，９７０ｋｍ
3～4日程度
※水産物は
1～2日程度

1～2週間程度
※畜産物は

2～4週間程度
○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○

タイ ３，６６０ｋｍ
 (バンコク）

3～4日程度 1週間程度 ○ ○ ◎ × × × ◎ ◎ × × ○ ○ ○ ◎ ○ ○

シンガポール ４，４００ｋｍ 1～4日程度 2週間程度 ○ ○ ○ ◎ ◎ × ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

アメリカ ９，９３０ｋｍ
（ニューヨーク）

1週間程度
※水産物は
1～2日程度

3～4週間程度 ○ ○ ◎ × × × ◎ × × × ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○

ＥＵ ９，０４０ｋｍ
 （フランス：パリ）

1週間程度
※水産物は
2～3日程度

3～4週間程度 ○ ○ ◎ × × × ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

注１：市場分類の欄の

　　　①「定着市場」：輸入制限が比較的小さく，日本食材の浸透度が高い国・地域

　　　②「有望市場」：日本食材は比較的浸透しており，今後の伸びが期待される国・地域

　　　③「制約市場」：日本食材の認知度は高いが，輸入に関する規制が大きい国・地域

注２：輸出可能の可否の欄の「◎」は本県から既に輸出されている品目，「○」は輸出可能，「×」は輸出不可の品目

切り花

青果物畜産物 水産物

お茶

輸　出　可　能　の　可　否

木材

市場分類

ア

ジ

ア

地

域

欧

米

本県からの
距離

(参考地点)
区　　分

国際連携協定輸出必要日数

29



ア　牛　肉

輸出量 輸出額

香　港 516 ｔ 3,683 百万円

　・　外食率が高いため，レストラン等外食産業をターゲットに，ロースやヒレ
　　等の高級部位だけでなく，モモ肉やカタ肉の多様な部位の販売を推進
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
    普及を推進
　・　販売指定店制度を活用した販路拡大を推進

アメリカ 121 t 863 百万円

　・　高級牛肉としての和牛が認知されており，主要都市の高級レストランへ，
　　ステーキ用高級部位の販売を推進
　・　ステーキを家庭で消費する文化があることから，高所得者層に向けて，高
　　級スーパーへの販路開拓を推進
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
　　普及を推進

シンガポール 83 t 590 百万円

　・　外食率が高いため，レストラン等外食産業をターゲットに，ロースやヒレ
　　等の高級部位だけでなく，モモ肉やカタ肉の多様な部位の販売を推進
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
    普及を推進
　・　販売指定店制度を活用した販路拡大を推進

Ｅ　Ｕ 82 t 585 百万円

　・　主要都市の高級レストランを中心に，肉質等級の低い和牛も含めて販路開
　　拓を進めるとともに，既に和牛を取り扱っているレストランを中心にバラ肉
　　やモモ肉の需要を創出
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
　　普及を推進

タイ 25 t 179 百万円

　・　レストラン等外食産業をターゲットに，ロースやヒレ等の高級部位だけで
　　なく，モモ肉やカタ肉の多様な部位の販売を推進
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
　　普及を推進

台湾 － －

  ・　平成29年9月,牛肉輸出が解禁
　・　レストラン等外食産業をターゲットに，ロースやヒレ等の高級部位だけで
　　なく，モモ肉やカタ肉の多様な部位の販売を推進
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
　　普及を推進

その他 42 t 302 百万円

合　計 869 t 6,202 百万円

畜産物

約110～137億円
の内数

（２） 輸出重点品目別戦略

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

3
0



イ　豚　肉

輸出量 輸出額

香　港 187 t 233 百万円

　・　県産豚肉の需要が最も高いため，引き続き，安心・安全な県産豚肉の輸出
　　拡大を推進
　・　「かごしま黒豚」の品質や味についてのＰＲを改めて展開
　・　外食率が高いため，トンカツやしゃぶしゃぶなど日本食レストランをター
　　ゲットに販売を推進

シンガポール 90 t 112 百万円

　・　安心・安全な本県産の豚肉の需要が高いため，引き続き，県産豚肉の認知
　　度向上と輸出拡大を推進
　・　販売指定店制度を活用した販路拡大を推進
　・　外食率が高いため，トンカツやしゃぶしゃぶなど日本食レストランをター
　　ゲットに販売を推進

台　湾 44 t 55 百万円

　・　「かごしま黒豚」の認知度が高く，需要が最も多い国であり，引き続き，
　　安心・安全な「かごしま黒豚」の輸出拡大を推進
　・　販売指定店制度を活用した販路拡大を推進
　・　日本食レストランをターゲットにトンカツやしゃぶしゃぶ等の販売を推進

その他 9 t 11 百万円

合計 330 t 411 百万円

畜産物

約110～137億円
の内数

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

3
1



ウ　鶏　肉　〈モミジ（鶏足）を含む〉

輸出量 輸出額

香　港 1,377 t 264 百万円

　・　これまで国内で需要の低い鶏足（モミジ）が中心であり，今後，安心・安
　　全な鶏肉の輸出の拡大を推進
　・　唐揚げや焼き鳥などで需要のある日本食レストランをターゲットに販売を
　　推進
　・　価格は高いものの，平成29年本年５月にかごしまブランドに産地指定され
    た「黒さつま鶏」「さつま地鶏」「さつま若しゃも」の３地鶏の品質や味に
    ついてのＰＲを展開

畜産物

約110～137億円
の内数

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

3
2



エ　鶏　卵

輸出量 輸出額

香　港 563 t 146 百万円
　・　香港は鶏卵を生で食べる習慣がないことから，安心・安全で生食できる卵
　　であるこのとＰＲを展開

畜産物

約110～137億円
の内数

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

3
3



オ　お　茶

輸出量 輸出額

Ｅ　Ｕ 22ｔ 97 百万円

　・　オーガニックでの引き合いが強いことから，有機栽培茶を中心とした輸出
　　拡大を推進。特に健康志向を背景に茶葉を丸ごと摂れる抹茶需要が高まって
　　おり，安心・安全を前面に出した有機抹茶の輸出拡大を推進
　・　貿易の拠点であるドイツを中心に，高所得者層をターゲットに茶専門店へ
　　の販路開拓

アメリカ 29 t 64 百万円

　・　健康志向を背景としたニーズが高く，カフェ等で緑茶，緑茶飲料，抹茶加
　　工品を扱う店舗が増えており，現地デスクを活用した情報収集活動等による
　　販路開拓を推進
  ・　特に，抹茶はラテパウダーや菓子等の加工用を中心に流通しており，多様
　　な需要に対応したバリエーション豊かな商品づくりによる輸出拡大を推進

台　湾 76 t 46 百万円
　・　輸出は増加傾向にあるが，単価は他地域向けと比べて低く，中国産茶との
　　競合があることから，安心・安全で良質な比較的安価な商品の提供に向けた
　　取組を支援

その他 6 t 14 百万円

合　計 133 t 221 百万円

約16～20億円

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

うち抹茶：12.8～16億円

うち煎茶： 3.2～ 4億円

3
4



カ　さつまいも

輸出量 輸出額

香　港 121 ｔ 37 百万円

　・　植物検疫の制約がなく，輸出は可能
　・　小さいサイズが好まれることから，産地づくりの中で，ニーズに応じた集
　　荷・選別の取組を展開
　・　香港においては「焼き芋」が，あまり知られていないことから，商談等で
　　積極的なＰＲを展開

シンガポール  30 t 11 百万円
　・　植物検疫の制約がなく，輸出は可能
　・　所得が高いことから，富裕層をターゲットとした積極的なＰＲを展開

タ　イ 31 t 10 百万円
　・　植物検疫証明書を添付することで，輸出は可能
　・　日本ブランドの認知度が高く，首都「バンコク」は所得が高いことなどか
　　ら，商談等で積極的なＰＲを展開

台　湾 20 t 7 百万円

　・　残留農薬のポジティブリスト制が導入されており，残留農薬基準が日本国
　　内と異なることから，台湾の基準に合わせた生産を推進
　・　甘みが強く，調理しやすい小サイズのものが好まれることから，産地づく
　　りの中で，ニーズに応じた集荷・選別の取組を展開

合　計 202 t 65 百万円

青果物

約1.6～２億円
の内数

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

3
5



キ　きんかん

輸出量 輸出額

台　湾 　4 ｔ 6 百万円

　・　残留農薬のポジティブリスト制が導入されており，残留農薬基準が日本国
　　内と異なることから，台湾の基準に合わせた生産を推進
　・　春節・中秋節等の贈答品として，富裕層をターゲットとした積極的なＰＲ
　　を展開

香　港  2.5 t 3 百万円
　・　春節・中秋節等の贈答品として，富裕層をターゲットとした輸出拡大に向
　　けたＰＲを展開
　・　中間層をターゲットとした手頃な価格を訴求した産品の売り込みを推進

シンガポール 0.5 t 1 百万円
　・　所得が高く，果物を好んで食べることから，商談等で県産かんきつ類もあ
　　わせた積極的なＰＲを展開

合　計 7 t 10 百万円

青果物

約1.6～２億円
の内数

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

3
6



ク　木　材（丸太等）

輸出量 輸出額

中　国 　103 千 1,103 百万円

　・　丸太，製材品等の安定的供給体制の確立を促進
　・　海外バイヤーの招へい等による県産材の認知度向上や付加価値の高い製材
　　品等の輸出拡大に向けたＰＲを展開
　・　鹿児島県産材輸出サポーターと連携した実儒者ニーズ等の把握を促進
　・　競争力のあるスギ・ヒノキ内装材等や，木構造設計規範の改定を見据えた
　　製材品の開発及び普及を推進

韓　国 　4 千 69 百万円

　・　丸太，製材品等の安定的供給体制の確立を促進
　・　海外バイヤーの招へい等による県産材の認知度向上や付加価値の高い製材
　　品等の輸出拡大に向けたＰＲを展開
　・　鹿児島県産材輸出サポーターと連携して実儒者ニーズ等の把握を促進
　・　競争力のあるスギ・ヒノキ内装材等の開発及び普及を推進

台　湾 　 5 千 50 百万円

　・　丸太，製材品等の安定的供給体制の確立を促進
　・　海外バイヤーの招へい等による，県産材の認知度向上や付加価値の高い製
　　材品等の輸出拡大に向けたＰＲを展開
　・　鹿児島県産材輸出サポーターと連携して実儒者ニーズ等の把握を促進
　・　競争力のあるスギ・ヒノキ内装材等の開発及び普及を推進

アメリカ X X

　・　鹿児島県産材輸出サポーターと連携して実儒者ニーズ等の把握を促進
　・　海外バイヤーの招へい等による，県産材の認知度の向上や付加価値の高い
　　製材品等の輸出拡大に向けたＰＲを展開
　・　製材品等の安定供給体制の確立を促進

合　計 　112 千 1,222 百万円

約21～26億円

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

3
7



ケ　水産物 （養殖ブリ・カンパチ等）

輸出量 輸出額

北　米 3,456 t 5,810 百万円

　・　県産水産物輸出先として９割を占め，市場は沿岸部に集中
　・　養殖ブリを中心に，カンパチ，カツオが輸出されており，一定の市場が確
　　立していると思料
　・　ＨＡＣＣＰの実施が求められており，今後は更なる商圏拡大(内陸部)を目
　　指し，かごしまのさかな・水産加工品の取扱量の増大を推進
　・　安定的供給，輸出の円滑化が図られるような衛生基準を満たす取組を支援

アジア地域等 199 t 259 百万円

　・　養殖ブリを中心に徐々に伸びてきているところ
　・　今後，人口の増加やＧＤＰの増加，インフラ整備の拡大に伴い需要の伸び
　　が期待出来ることから，積極的に「かごしまのさかな・水産加工品」の新規
　　市場の開拓を図りながら，取扱量の増加，安定的供給への取組を支援
　・　中国については，水産物の輸出に関する施設の認定・登録が厳しい国の一
　　つであり，市場参入に向けた取組については，試験的な取組から大量輸出の
　　段階へと，取扱量の増大を図るとともに，安定的供給や輸出の円滑が図られ
　　るような衛生基準を満たす取組を支援

ＥＵ等 137 t 204 百万円

　・　新興市場であり，現在，ブリを中心にした小規模な輸出が行われていると
　　ころ
　・　今後，需要の拡大が伸びる地域の一つであるが，衛生管理に関する施設の
　　認定・登録が最も厳しい地域
　・　同地域への市場の参入への取組については，生産・加工・流通まで一貫し
　　た製品管理が必要があり，輸出の円滑化を図るとともに，安定的供給や輸出
　　の円滑が図られるような衛生基準を満たす取組を支援

その他 784 t 654 百万円

合　計 4,576 t 6,927 百万円

100～約110億円

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

3
8



ア　米粉

輸出量 輸出額

ＥＵ等 X X

　・　欧米では，小麦粉などに含まれるタンパク質（グルテン）の摂取により引
　　き起こされる疾患の増加に伴い，米粉などグルテンを含まない（ノングルテ
　　ン）商品のニーズが高い
　・　農林水産省が策定した「米粉製品の普及のためのガイドライン」に基づく
　　「ノングルテン表示」を推進するとともに，米粉製品の輸出拡大に向けた市
　　場調査やマッチング活動を推進

イ　切り花

輸出量 輸出額

香港等 X X

　・　旧正月向けを中心に花の需要があることから，現地のニーズを把握した上
　　で，輸出に向けた取組を展開
　・　生産・流通コストの削減や他品目との混載も前提とした，輸送中の鮮度保
　　持についても検討

約1～1.5千万円

取組内容

輸出額

約0.8～1千万円

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度）

（３）今後輸出拡大が期待される品目

輸　出
相手国・地域

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

3
9



あ

77



ア　香　港

輸出量 輸出額

牛　肉 516 ｔ 3,683 百万円

　・　外食率が高いため，レストラン等外食産業をターゲットに，ロースやヒレ
　　等の高級部位だけでなく，モモ肉やカタ肉の多様な部位の販売を推進
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
    普及を推進
　・　販売指定店制度を活用した販路拡大を推進

豚　肉 187 t 233 百万円

　・　県産豚肉の需要が最も高いため，引き続き，安心・安全な県産豚肉の輸出
　　拡大を推進
　・　「かごしま黒豚」の品質や味についてのＰＲを改めて展開
　・　外食率が高いため，トンカツやしゃぶしゃぶなど日本食レストランをター
　　ゲットに販売を推進

鶏　肉

モミジ（鶏足）
を含む

1,377 t 264 百万円

　・　これまで国内で需要の低い鶏足（モミジ）が中心であり，今後，安心・安
　　全な鶏肉の輸出の拡大を推進
　・　唐揚げや焼き鳥などで需要のある日本食レストランをターゲットに販売を
　　推進
　・　価格は高いものの，平成29年本年５月にかごしまブランドに産地指定され
    た「黒さつま鶏」「さつま地鶏」「さつま若しゃも」の３地鶏の品質や味に
    ついてのＰＲを展開

鶏　卵 563 t 146 百万円
　・　香港は鶏卵を生で食べる習慣がないことから，安心・安全で生食できる卵
　　であるこのとＰＲを展開

さつまいも 121 ｔ 37 百万円

　・　植物検疫の制約がなく，輸出は可能
　・　小さいサイズが好まれることから，産地づくりの中で，ニーズに応じた集
　　荷・選別の取組を展開
　・　香港においては「焼き芋」が，あまり知られていないことから，商談等で
　　積極的なＰＲを展開

きんかん  2.5 t 3 百万円
　・　春節・中秋節等の贈答品として，富裕層をターゲットとした輸出拡大に向
　　けたＰＲを展開
　・　中間層をターゲットとした手頃な価格を訴求した産品の売り込みを推進

養殖ブリ等 X X
　・　所得が高いことから，高級外食・小売向けに航空便での高品質な生鮮品の
　　輸出を行うことが可能であり，頻繁に行われている日本産フェアも活用しつ
　　つ，品質の高い多様な県産水産物を紹介し，ニーズの開拓を推進

その他 X X

合　計 4,495 百万円

約72～90億円

（４）重点国・地域別戦略（国・地域別基礎データ）

輸　出
重点品目

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

4
0
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1

資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

(2016年)　　　１，８５３億円



イ　シンガポール

輸出量 輸出額

牛　肉 83 t 590 百万円

　・　外食率が高いため，レストラン等外食産業をターゲットに，ロースやヒレ
　　等の高級部位だけでなく，モモ肉やカタ肉の多様な部位の販売を推進
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
    普及を推進
　・　販売指定店制度を活用した販路拡大を推進

豚　肉 90 t 112 百万円

　・　安心・安全な本県産の豚肉の需要が高いため，引き続き，県産豚肉の認知
　　度向上と輸出拡大を推進
　・　販売指定店制度を活用した販路拡大を推進
　・　外食率が高いため，トンカツやしゃぶしゃぶなど日本食レストランをター
　　ゲットに販売を推進

さつまいも  30 t 11 百万円
　・　植物検疫の制約がなく，輸出は可能
　・　所得が高いことから，富裕層をターゲットとした積極的なＰＲを展開

きんかん 0.5 t 1 百万円
　・　所得が高く，果物を好んで食べることから，商談等で県産かんきつ類もあ
　　わせた積極的なＰＲを展開

養殖ブリ等 X X
　・　所得が高いことから，高級外食・小売向けに航空便での高品質な生鮮品の
　　輸出を行うことが可能であり，セミナー等により品質の高い多様な県産水産
　　物を紹介し，ニーズの開拓を推進

その他 X X

合　計 733 百万円

約12～17億円

輸　出
重点品目

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

4
2
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3

資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

２３４億円 (2016年)　　　



ウ　台　湾

輸出量 輸出額

牛　肉 － －

　・　平成29年9月より牛肉輸出が解禁
  ・　日本産品は，高品質で安全との評価が浸透しており，また，親日で日本各
　　地の知識も豊富な国であることから，安心・安全な「鹿児島和牛」の輸出拡
　　大を推進
　・　すき焼きやしゃぶしゃぶ等日本食レストランをターゲットに販売を推進

豚　肉 44 t 55 百万円

　・　「かごしま黒豚」の認知度が高く，需要が最も多い国であり，引き続き，
　　安心・安全な「かごしま黒豚」の輸出拡大を推進
　・　販売指定店制度を活用した販路拡大を推進
　・　日本食レストランをターゲットにトンカツやしゃぶしゃぶ等の販売を推進

お　茶 76 t 46 百万円
　・　輸出は増加傾向にあるが，単価は他地域向けと比べて低く，中国産茶との
　　競合があることから，安心・安全で良質な比較的安価な商品の提供に向けた
　　取組を支援

さつまいも 20 t 7 百万円

　・　残留農薬のポジティブリスト制が導入されており，残留農薬基準が日本国
　　内と異なることから，台湾の基準に合わせた生産を推進
　・　甘みが強く，調理しやすい小サイズのものが好まれることから，産地づく
　　りの中で，ニーズに応じた集荷・選別の取組を展開

きんかん 　4 ｔ 6 百万円

　・　残留農薬のポジティブリスト制が導入されており，残留農薬基準が日本国
　　内と異なることから，台湾の基準に合わせた生産を推進
　・　春節・中秋節等の贈答品として，富裕層をターゲットとした積極的なＰＲ
　　を展開

木　材
（丸太）

　 5 千 50 百万円

　・　丸太，製材品等の安定的供給体制の確立を促進
　・　海外バイヤーの招へい等による，県産材の認知度向上や付加価値の高い製
　　材品等の輸出拡大に向けたＰＲを展開
　・　鹿児島県産材輸出サポーターと連携して実儒者ニーズ等の把握を促進
　・　競争力のあるスギ・ヒノキ内装材等の開発及び普及を推進

養殖ブリ等 X X

　・　親日で日本各地の知識も豊富であることから，本県の多様な近海産鮮魚のＰ
　　Ｒしながら，本県からの距離の近さを生かした鮮魚での輸出などを推進
　・　近年，鹿児島空港を活用した鮮魚類を中心とした水産物の輸出が伸びている
　　ところ

その他 X X

合　計 370 百万円

約５～6.6億円

輸　出
重点品目

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

4
4
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資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

９３１億円 (2016年)　　　



エ　タ　イ

輸出量 輸出額

牛　肉 25 t 179 百万円

　・　レストラン等外食産業をターゲットに，ロースやヒレ等の高級部位だけで
　　なく，モモ肉やカタ肉の多様な部位の販売を推進
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
　　普及を推進

さつまいも 31 t 10 百万円
　・　植物検疫証明書を添付することで，輸出は可能
　・　日本ブランドの認知度が高く，首都「バンコク」は所得が高いことなどか
　　ら，商談等で積極的なＰＲを展開

養殖ブリ等 X X
　・　日本からの加工原料用水産物の輸出は多いが，小売・外食向けの輸出は，
　　まだ少ないことから，まずは，首都バンコクで，日本食レストランや百貨店
　　などに季節性に応じた多様な県産水産物の紹介を展開

その他 X X

合　計 370 百万円

約4.2～4.6億円

輸　出
重点品目

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

4
6
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資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

(2016年)　　　３２９億円



オ　中　国

輸出量 輸出額

木　材
（丸太等）

　103 千 1,103 百万円

　・　丸太，製材品等の安定的供給体制の確立を促進
　・　海外バイヤーの招へい等による県産材の認知度向上や付加価値の高い製材
　　品等の輸出拡大に向けたＰＲを展開
　・　鹿児島県産材輸出サポーターと連携した実儒者ニーズ等の把握を促進
　・　競争力のあるスギ・ヒノキ内装材等や，木構造設計規範の改定を見据えた
　　製材品の開発及び普及を推進

養殖ブリ等 X X

　・　水産物の輸出に関する施設の認定・登録が厳しい国の一つであり，市場参
　　入に向けた取組については，試験的な取組から大量輸出の段階へと，取扱量
　　の増大を図るとともに，安定的供給や輸出の円滑が図られるような衛生基準
　　を満たす取組を支援
　・　安定的供給や輸出の円滑が図られるような衛生基準を満たす取組を支援

合　計 －－ －－

約19.6～24.3億円

輸　出
重点品目

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

4
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資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

８９９億円 (2016年)　　　



カ　韓　国

輸出量 輸出額

木　材
（丸太等）

　4 千 69 百万円

　・　丸太，製材品等の安定的供給体制の確立を促進
　・　海外バイヤーの招へい等による県産材の認知度向上や付加価値の高い製材
　　品等の輸出拡大に向けたＰＲを展開
　・　鹿児島県産材輸出サポーターと連携して実儒者ニーズ等の把握を促進
　・　競争力のあるスギ・ヒノキ内装材等の開発及び普及を推進

水産物 X X
　・　本県からの距離が近く，日本食レストランも多いことから，県産水産物の
　　安全性のPRを進めるとともに，外食向けに本県の多様な魚種の紹介を進め，
　　活・生鮮での輸出拡大を推進

合　計 －－ －－

約1.2～1.5億円

輸　出
重点品目

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

5
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資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

５１２億円 (2016年)　　　



キ　アメリカ

輸出量 輸出額

牛　肉 121 t 863 百万円

　・　高級牛肉としての和牛が認知されており，主要都市の高級レストランへ，
　　ステーキ用高級部位の販売を推進
　・　ステーキを家庭で消費する文化があることから，高所得者層に向けて，高
　　級スーパーへの販路開拓を推進
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
　　普及を推進

お　茶 29 t 64 百万円

　・　健康志向を背景としたニーズが高く，カフェ等で緑茶，緑茶飲料，抹茶加
　　工品を扱う店舗が増えており，現地デスクを活用した情報収集活動等による
　　販路開拓を推進
  ・　特に，抹茶はラテパウダーや菓子等の加工用を中心に流通しており，多様
　　な需要に対応したバリエーション豊かな商品づくりによる輸出拡大を推進

養殖ブリ等 3,456 t 5,810 百万円

　・　県産水産物輸出先として９割を占め，市場は沿岸部に集中
　・　養殖ブリを中心に，カンパチ，カツオが輸出されており，一定の市場が確
　　立していると思料
　・　ＨＡＣＣＰの実施が求められており，今後は更なる商圏拡大(内陸部)を目
　　指し，かごしまのさかな・水産加工品の取扱量の増大を推進
　・　安定的供給，輸出の円滑化が図られるような衛生基準を満たす取組を支援

木　材
（丸太等）

X X

　・　鹿児島県産材輸出サポーターと連携して実儒者ニーズ等の把握を促進
　・　海外バイヤーの招へい等による，県産材の認知度の向上や付加価値の高い
　　製材品等の輸出拡大に向けたＰＲを展開
　・　製材品等の安定供給体制の確立を促進

合　計 －－ 6,953 百万円

約100～126億円

輸　出
重点品目

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

5
2
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資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

(2016年)　　　１，０４５億円



ク　ＥＵ等

輸出量 輸出額

牛　肉 82 t 585 百万円

　・　主要都市の高級レストランを中心に，肉質等級の低い和牛も含めて販路開
　　拓を進めるとともに，既に和牛を取り扱っているレストランを中心にバラ肉
　　やモモ肉の需要を創出
　・　現地に専門家を派遣し，調理方法（すき焼き，焼き肉等）やカット技術の
　　普及を推進

お　茶 22ｔ 97 百万円

　・　オーガニックでの引き合いが強いことから，有機栽培茶を中心とした輸出
　　拡大を推進。特に健康志向を背景に茶葉を丸ごと摂れる抹茶需要が高まって
　　おり，安心・安全を前面に出した有機抹茶の輸出拡大を推進
　・　貿易の拠点であるドイツを中心に，高所得者層をターゲットに茶専門店へ
　　の販路開拓

養殖ブリ等 137 t 204 百万円

　・　新興市場であり，現在，ブリを中心にした小規模な輸出が行われていると
　　ころ
　・　今後，需要の拡大が伸びる地域の一つであるが，衛生管理に関する施設の
　　認定・登録が最も厳しい地域
　・　同地域への市場の参入への取組については，生産・加工・流通まで一貫し
　　た製品管理が必要があり，輸出の円滑化を図るとともに，安定的供給や輸出
　　の円滑が図られるような衛生基準を満たす取組を支援

合　計 －－ 875 百万円

約20～25億円

輸　出
重点品目

2016年度（平成28年度）
（現状）

2025年度（平成37年度）
（目標年度） 取組内容

輸出額

5
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資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

６４．９億円 (2016年)　　　
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資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

６１．３億円 (2016年)　　　
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資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

６６．７億円 (2016年)　　　
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資料：農林水産省「農林水産業の輸出力強化戦略」

３４億円 (2016年)　　　
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第７ 戦略的取組の推進体制等

１ 推進体制

・ 本ビジョンの実現に向けて司令塔となる組織を立ち上げ，そ
の下に，品目別の部会を新たに設置するなどの体制を整備し，
各般の施策を推進するとともに，ビジョンに基づく戦略的取組
の推進や検証等を実施します。

・ ロードマップに基づく輸出重点品目の国・地域別の目標達成
に向けて，計画的な取組を進めます。

・ 輸出に関するあらゆる相談に対応できる専門家や実務者を活
用し，必要な助言等を行うこととします。

２ 広域的連携

・ 平成27年に策定した「九州創生アクションプラン」に基づき，
九州各県の特（長）性を生かしながら「オール九州」での輸出
に向けた取組について検討を進めていきます。

・ 通年的な輸出品目の確保に向け，九州管内を越えた広域的連
携の可能性について検討を進めていきます。

３ 国際的な経済連協定への戦略的な対応

・ 日ＥＵ・ＥＰＡやＴＰＰ11など，国際的な経済連携協定の進
展等を見据えながら，戦略的な取組を展開していきます。

４ 国への要請

・ 国際競争力のある生産基盤等の確立に必要な支援や，二国間
協議による輸出環境整備と輸出先国等の基準に適合した生産体
制の確立などに対する支援をあらゆる機会を通じて要請してい
きます。
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ロードマップ

取 組 項 目 ・ 内 容 等

① 輸出に取り組む農林漁業者の確保・育成

② 輸出相手国・地域の市場のニーズ等の把握

③ 鹿児島の強みを生かした「産地づくり」や「産品づ
くり」の推進

④ 商社等と連携した海外のニーズに応じた商品づく
りの推進

⑤ 世界に通用するGAP・ASC等の認証制度への取
組を促進

輸出相手国・地域の衛生基準に応じた加工施設
のＨＡＣＣＰ対応等への取組を促進

2025年
(H37)

2024年
(H36)

2023年
(H35)

2022年
(H34)

2021年
(H33)

2020年
(H32)

2019年
(H31)

2018年
(H30)

〔別 紙〕

① 産地づくりから集荷・販売まで一貫して取り組む集
荷組織等の確保・育成

② 複数品目の混載等により，輸送ロットを確保したコ
ストの低減の取組

③ 鹿児島の地理的優位性等を生かせる船便などの
活用を促進

④ インターネットによる小口の輸出にも対応できる輸
送手段・ルートの活用を促進

⑤ 大隅加工技術研究センター等において，青果物
等の鮮度保持技術の研究・開発を推進

つ

く

る

各種セミナーの参加を支援

海外見本市等への参加を通じて新規市場の調査等を実施

輸出相手国のニーズに応じた商品づくりを推進

輸出相手国のニーズに応じた産地づくりを推進

各種認証制度の取得に向けた取組を促進

あ
つ
め
る
・
は
こ
ぶ

低コスト品質保
持対策の体系化

低コスト輸送体系の普及を推進

輸出に意欲的な事業者等の取組等を支援

輸出用防除暦を作成 防除暦に基づく栽培を実証

加工施設等の導入など輸出環境の整備を支援

「急速液体凍結機」の導入を推進，活用を促進〔畜産物〕

関係者と連携した輸送手段の検討，利活用を推進

鮮度保持技術の研究・開発を推進

ＨＡＣＣＰ対応等への取組を促進

実証試
験等の
実施

「Ship & Air の推進」

6
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取 組 項 目 ・ 内 容 等
2025年
(H37)

2024年
(H36)

2023年
(H35)

2022年
(H34)

2021年
(H33)

2020年
(H32)

2019年
(H31)

2018年
(H30)

ロードマップ

う

る

① バイヤーや現地消費者等に県産品の魅力をＰＲ
できる人材の育成

② 販売指定店の拡大や地理的表示（ＧＩ）の登録の
促進等による海外での販売促進活動を展開

③ 鹿児島のブランドイメージの統一化による県産農
林水産物の認知度向上

④ 多くの外国人に県産農林水産物の魅力を体感し
てもらい，県産品の愛好者を増やす取組の実施

⑤ 県域を越えた広域的な連携などにより，通年的な
輸出品目の確保

⑥ ＥＣサイトなど多様な販売ツールの確保

⑦ クルーズ船への食材供給の可能性を探る

商談用語学習得を支援

海外販売促進フェアを企画，開催等，商談会等への出展を支援

「鹿児島黒牛」・「かごしま黒豚」販売指定店制度を推進

「ＧＩ」の登録を推進，「ＧＩ」を活用した輸出を促進

統一ＰＲ資材・
パンフレット等
を作成

統一ＰＲ資材・パンフレット等を活用した取組を展開

「KAGOSHIMA WAGYU」，「KAGOSHIMA KUROBUTA」の商標登録の取得を支援

国際空港や港等での試食・宣伝・販売への取組を支援

検疫証明手続き等に関する国等との協議・調整を実施

食材供給可能性
を研究

九州各県等と連携した取組を展開

食材供給

情報収集及び輸出事業者等への情報提供

6
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〔 参 考 資 料 〕
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図：県産農林水産物の輸出体制のフローと関連部門の連携協力関係

携連

国等関係機関・団体

【輸出市場】

輸入事業者
（インポーター）

卸売事業者

小売店

外食店
一般消費者

アジア地域
・
欧米等

生産者
卸売市場
集荷・調整

加工事業者等

地域段階における
関係団体・組合等

関連産業
観光業

フードサービス産業

県域での
関係団体・組合等

輸出事業者

インボイス
作成
輸出手続き

【 県産農林水産物輸出促進ビジョン推進本部 】(仮称)

出
荷

集
荷

委託販売 販売

販売

販売

食材調達 インバウンド
観光客誘致

販売

加工委託

輸出

生産支援活動

【供給】

〔参考資料〕

委託販売
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輸出認定
食肉処理
施設

国
内
貿
易
会
社

国
内
空
港
※

海
外
空
港

会海
社外
倉貿
庫易

食肉卸
レストラン
小売店等

航空便

トラック

トラック トラック

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

牛肉 香港，ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ，ﾀｲ，
米国，ＥＵ

航空便 1～4日程度
(①～④まで
の日数)

海
外
貿
易
会
社

発注

発注
※ 主に，福岡空港，関西国際空港，羽田空港

①

② ③ ④ ⑤

○ 牛肉 (冷蔵) → 香港，シンガポール，タイ，米国，ＥＵ

生産者

〔参考資料〕 【◆ 品目毎の輸出のサプライチェーン】
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国
内
貿
易
会
社

国

内

港
※

海

外

港

会海
社外
倉貿
庫易

食肉卸
レストラン
小売店等

船便
トラック トラック トラック

海
外
貿
易
会
社

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要日数 備考

豚肉
牛肉

香港，台湾，
米国

船便 2週間～1か月程度
(①～④までの日数)

発注

発注 ※ 県内は，川内港・志布志港

①

② ③ ④ ⑤

※ 特に牛肉については，冷蔵での航空便の活用が主流

○ 豚肉・牛肉 (冷凍)  香港，台湾，米国

輸出認定
食肉処理
施設

生産者
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県
内
茶
商

海
外
港

の県
現内
地茶
法商
人等
・
輸
業入
者卸
売

レ
ス
ト
ラ
ン
・

小
売
店
等

航空便

トラック

○ お茶 → 米国，ドイツ，台湾

国
内
商
社
※１

発注

トラック

トラック

貨物列車
トラック

国
内
港
※2

国
内
空
港

船便

海
外
空
港
※3

トラック

輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要日数 備考

米国，ドイツ 船便 ３～４週間程度
(①～⑥までの日数)

常温輸送

航空便 １週間程度
(①～⑥までの日数)

台湾 船便 ４～５日程度
(①～⑥までの日数)

航空便 －

※1：国内商社を通す場合は，国内渡し
で終了

※2：主に博多港
（国内港を経由する場合もあり）

※3：海外ハブ空港等での載せ換えあり

①

②

③

③

④

④

⑤ ⑥

発 注
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海
外
港

海

外

の

輸

入

業

者

量
販
店
等

航空便

○ さつまいも → 香港，台湾，タイ

トラック

トラック

国
内
港
※1

国
内
空
港
※2

船便

海
外
空
港

トラック

輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要日数 備考

香港，台湾，タイ 船便 １週間程度
(①～⑤までの日数)

航空便 ３～４日間程度
(①～⑤までの日数)

※1：鹿児島県内の港
※2：主に福岡空港

① ③

③

④ ⑤

農
業
団
体
等

トラック

トラック

②

発 注

②

6
7



森
林
組
合
等

相
手
国
港

○ 木材（丸太） → 中国，韓国，台湾

輸
出
商
社
等

丸太の買付

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要日数 備考

木材（丸太） 中国 バルク船 10日程度
(①～④までの日数)

コンテナ船 ２週間程度
(①～④までの日数)

韓国 バルク船 ５日程度
(①～④までの日数)

コンテナ船 ３日程度
(①～④までの日数)

台湾 コンテナ船 10日程度
(①～④までの日数)

※1：中国の場合，くん蒸処理が必要
※2：・バルク船とは，梱包されていない穀物・木材など

のばら積み貨物を船倉に入れて輸送するために設計
された貨物船
・コンテナ船とは，国際規格の輸送用容器（コンテ
ナ）を積み込むための設備を有する船

※3： 志布志港・川内港・串木野港・米ノ津港

① ② ③ ④

トラック運搬

荷
役
業
者

バ
ル
ク
船
・
コ
ン
テ
ナ
船
※２

船便

※１

県内港
※３

荷役業者手配

バルク船・
コンテナ船手配

丸太の流れ 商流等の業務

発注

6
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○ 水産物（冷蔵）① → 米国，香港

生産者

漁協

漁連

国
内
貿
易
会
社

国
内
空
港
※

海
外
空
港

フィレ
加工
業者

会海
社外
倉貿
庫易

レストラン
小売店等航空便

トラック
トラック トラック

ト
ラ
ッ
ク

漁
船

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

養殖
ブリ・

カンパチ

米国 航空便 1～2日程度
(①～④まで
の日数)

香港 航空便 1～2日程度
(①～④まで
の日数)

海
外
貿
易
会
社

発注

発注

① ② ③ ④ ⑤

①’

※ 主に，福岡空港
（国内空港を経由する場合もあり）
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生産者

漁協

漁連

国
内
貿
易
会
社

国
内
港
※

海
外
港

フィレ
加工
業者

会海
社外
倉貿
庫易

レストラン
小売店等

船便トラック 貨物列車
トラック

トラック

ト
ラ
ッ
ク

漁
船

海
外
貿
易
会
社

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

養殖
ブリ・

カンパチ

米国 船便 1か月程度
(①～④まで
の日数)

香港 船便 1～2週間程
度
(①～④まで
の日数)

発注

発注

① ③ ④ ⑤

①’

○ 水産物（冷凍）② → 米国，香港

②

※ 主に，鹿児島港・博多港
（国内港を経由する場合もあり）
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生産者

漁協

認定加工場，
登録養殖場
等が必須

国
内
貿
易
会
社

国
内
空
港
※

海
外
空
港

会海
社外
倉貿
庫易

レストラン
小売店等航空便トラック トラック トラック

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

養殖ブリ EU等 航空便 2～3日程度
(①～④までの
日数)

海
外
貿
易
会
社

発注

発注

① ② ③ ④ ⑤

○ 水産物（冷蔵）③ → EU等

※ 主に，福岡空港
（国内空港を経由する場合もあり）
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国
内
貿
易
会
社

国
内
港
※

海
外
港

会海
社外
倉貿
庫易

レストラン
小売店等

船便トラック トラック トラック

海
外
貿
易
会
社

重点品目 輸出重点国
（地域）

輸送手段 輸出必要
日数

備考

養殖ブリ EU等 船便 1か月程度
(①～④まで
の日数)

発注

発注

① ② ③ ④ ⑤

○ 水産物（冷凍）④ → EU等

※ 主に，博多港
（国内港を経由する場合もあり）

生産者

漁協

認定加工場，
登録養殖場
等が必須
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鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン（仮称）策定検討委員会設置要綱

（設置）

第１ 鹿児島県産農林水産物の輸出拡大に向けた指針となる「鹿児島県農林水

産物輸出促進ビジョン（仮称）」（以下「ビジョン」という。）を策定するに

あたり，「鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン（仮称）策定検討委員会」（以

下「検討委員会」という。）を設置する。

（検討事項）

第２ 検討委員会は，県産農林水産物の強みを生かした輸出促進に向けて，以

下の事項について検討する。

(1) 輸出相手国毎の品目横断的な取組

(2) 本県の地理的優位性を生かした取組

(3) 輸出目標額及び目標年度

(4) その他農林水産物の輸出促進に必要な事項

（組織）

第３ 検討委員会は，別紙に掲げる委員等をもって組織する。

（委員長及び副委員長）

第４ 検討委員会に委員長及び副委員長を各１人置き，委員の互選によりこれ

を定める。

２ 委員長は，会務を総理する。

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠

けたときはその職務を代理する。

（検討委員会の会議）

第５ 検討委員会の会議は，委員長が招集し，委員長が座長となる。

２ 委員長は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，委員

以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。

（事務局）

第６ 検討委員会の事務局の総括は，鹿児島県農政部農政課が行う。

（雑則）

第７ この要綱に定めるもののほか，検討委員会の運営に関し必要な事項は，

委員長が検討委員会に諮って定める。

附 則 この要綱は，平成29年５月31日から適用する。
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（別 紙）

「県農林水産物輸出促進ビジョン（仮称）」策定検討委員会構成

※敬称略

委 員 （１４人）

【有識者】（４人）

日本大学生物資源科学部 教授 下渡 敏治（委員長）

鹿児島大学水産学部 教授 佐野 雅昭

合同会社 Ｇｏ！Ｋａｇｏｓｈｉｍａ 代表 門田 晶子

三菱商事株式会社生活産業グループ
生鮮品本部戦略企画室長 村田 哲也

※50音順

【生産者団体】（５人）

県経済農業協同組合連合会 代表理事専務 鬼丸 幸司

県食肉輸出促進協議会 会長 佐々木 幸良

かごしま茶輸出対策実施本部 本部長 池田 耕一

県産材輸出促進協議会 会長 野村 輝明

県水産物等輸出促進協議会 宮内 和一郎

【関係機関・団体】（３人）

農政部部長 川野 敏彦（副委員長）

ジェトロ鹿児島貿易情報センター 所長 永盛 明洋

県特産品協会 専務理事 池田 誠

【貿易・金融関係】（２人）

弓場貿易株式会社 代表取締役 弓場 秋信

鹿児島相互信用金庫 海外・貿易相談所 所長 村田 秀博
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オブザーバー （４人）

【農林水産省輸出促進推進員 本県担当者】（３人）

食料産業局 食文化・市場開拓課 課長補佐 松尾 佳典

食料産業局 知的財産課 審査官 南 光広

食料産業局 食品流通課商品取引室 室長 福井 逸人

【ＰＲ・観光戦略部】（１人）

かごしまＰＲ課長 久保 博一

事務局 （５人）

【農政部】（３人）

農政課長 菊地 要

農産園芸課長 寺園 昌昭

畜産課長 佐々木 幸良（委員）

【環境林務部】（１人）

かごしま材振興課長 米盛 恒司

【商工労働水産部】（１人）

水産振興課水産流通対策監 折田 和三

計 ２３人
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鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョン策定検討委員会の開催実績等

年 月 項目，検討内容等

平成29年

６月 第１回検討会(6/15)

・県農林水産物輸出促進ビジョン(仮称)について

・県産農林水産物の輸出の現状等について

８月 第２回検討会(8/29)

・県農林水産物輸出促進ビジョン(仮称)骨子案について

11月 第３回検討会(11/14)

・県農林水産物輸出促進ビジョン(仮称)素案について

12月 ・ビジョン案のパブリックコメントの実施

(12/13～翌1/12)

平成30年

２月 第４回検討会(2/5)

・県農林水産物輸出促進ビジョン案について

・平成30年度事業の概要について

３月 ・ビジョン策定・公表
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